
 
 

一

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

第
二
条
中
目
次
の
改
正
規
定
の
前
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律 

 

第
二
条
の
う
ち
目
次
の
改
正
規
定
中
『
「
第
十
条
」
を
「
第
十
六
条
」
』
を
『
「
短
時
間
労
働
者
対
策
基
本
方
針
」
を
「
基

本
方
針
」
に
、
「
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
措
置
等
」
を
「
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
と
通
常

の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
等
」
に
、
「
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
措
置
（
第
六
条
―
第
十
条
）
」
を
「
均
等
な

待
遇
の
確
保
及
び
雇
用
管
理
の
改
善
等
（
第
六
条
―
第
十
四
条
）
」
』
に
、
「
第
十
七
条
・
第
十
八
条
」
を
「
第
十
五
条
・
第

十
六
条
」
に
、
「
第
十
九
条
―
第
二
十
一
条
」
を
「
第
十
七
条
―
第
十
九
条
」
に
、
「
第
二
十
二
条
―
第
二
十
四
条
」
を
「
第

二
十
条
―
第
二
十
二
条
」
に
、
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
（
第
二
十
五
条
―
第
四
十
一
条
）
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働

援
助
セ
ン
タ
ー
（
第
二
十
三
条
―
第
三
十
九
条
）
」
に
、
「
第
四
十
二
条
―
第
四
十
七
条
」
を
「
第
四
十
条
―
第
四
十
五
条
」

に
改
め
る
。 



 

二

第
二
条
中
第
一
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
短
時
間
労
働
者
が
我
が
国
の
経
済
社
会
に
お
い
て
果
た
す
役
割
の
重
要
性
」
を
「
我
が
国
に
お
け
る
少
子
高

齢
化
の
進
展
、
就
業
構
造
の
変
化
等
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
の
果
た
す
役
割

の
重
要
性
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
」
に
、
「
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
、
そ
の
」
を
「
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
に

つ
い
て
、
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
を
図
り
、
並
び
に
」
に
、
「
及
び
教
育
訓
練
の
実
施
、
福
利
厚
生
の
充

実
そ
の
他
の
雇
用
管
理
の
改
善
に
関
す
る
措
置
」
を
「
、
雇
用
管
理
の
改
善
、
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
の
推
進
」
に
、

「
短
時
間
労
働
者
が
そ
の
」
を
「
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
が
そ
の
」
に
、
「
図
る
」
を
「
図
り
、
あ
わ
せ
て
経
済

及
び
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
中
第
一
条
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。 

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
有
期
労
働
者
」
と
は
、
通
常
の
労
働
者
と
同
一
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
で
期
間
を
定

め
て
雇
用
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。 

第
二
条
中
第
三
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 
 

三

第
三
条
第
一
項
中
「
短
時
間
労
働
者
」
の
下
に
「
及
び
有
期
労
働
者
」
を
、
「
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
通
常
の
労
働
者

と
の
均
等
な
待
遇
を
確
保
す
る
ほ
か
」
を
加
え
、
「
実
態
、
通
常
の
労
働
者
と
の
均
衡
等
」
を
「
実
態
等
」
に
、
「
及
び
教

育
訓
練
」
を
「
、
教
育
訓
練
」
に
、
「
（
以
下
「
雇
用
管
理
の
改
善
等
」
と
い
う
。
）
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
」
を

「
及
び
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
（
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
が
雇
用
さ
れ
る
事
業
所
に
お
い
て
通
常
の
労
働
者
と

し
て
雇
い
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
推
進
（
以
下
「
雇
用
管
理
の
改
善
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
措

置
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
短
時
間
労
働
者
」
の
下
に
「
及
び
有
期
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の

確
保
並
び
に
当
該
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
」
を
加
え
る
。 

第
二
条
中
第
三
条
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
つ
い
て
」
を
「
及
び
有
期
労
働
者
に
つ
い
て
、
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等

な
待
遇
の
確
保
を
図
り
、
並
び
に
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
つ
い
て
の
」
に
、
「
短
時
間
労
働
者
の
能
力
」
を
「
短
時
間
労
働

者
及
び
有
期
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
を
妨
げ
て
い
る
諸
要
因
そ
の
他
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期

労
働
者
の
能
力
」
に
改
め
、
「
等
、
短
時
間
労
働
者
」
の
下
に
「
及
び
有
期
労
働
者
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
短
時
間

労
働
者
」
の
下
に
「
及
び
有
期
労
働
者
」
を
加
え
る
。 



 

四

「
第
二
章 

短
時
間
労
働
者
対
策
基
本
方
針
」
を
「
第
二
章 

基
本
方
針
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
第
一
項
中
「
短
時
間
労
働
者
の
福
祉
」
を
「
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
の
福
祉
」
に
、
「
短
時
間
労
働
者

の
雇
用
管
理
」
を
「
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
並
び
に
短
時
間
労
働
者

及
び
有
期
労
働
者
の
雇
用
管
理
」
に
改
め
、
「
促
進
、
」
の
下
に
「
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
の
」
を
加
え
、
「
短

時
間
労
働
者
対
策
基
本
方
針
」
を
「
基
本
方
針
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
短
時
間
労
働
者
対
策
基
本
方
針
」
を
「
基
本

方
針
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
短
時
間
労
働
者
」
の
下
に
「
及
び
有
期
労
働
者
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
短
時
間

労
働
者
の
」
を
「
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
に
つ
い
て
、
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
を
図
り
、
及

び
」
に
改
め
、
「
そ
の
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
短
時
間
労
働
者
」
の
下
に
「
及
び
有
期
労
働
者
」
を
加
え
、
同
条
第

三
項
中
「
短
時
間
労
働
者
対
策
基
本
方
針
」
を
「
基
本
方
針
」
に
改
め
、
「
、
短
時
間
労
働
者
」
の
下
に
「
及
び
有
期
労
働

者
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
短
時
間
労
働
者
対
策
基
本
方
針
」
を
「
基
本
方
針
」
に
改
め
る
。 

「
第
三
章 

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
措
置
等
」
を
「
第
三
章 

短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働

者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
等
」
に
改
め
る
。 

「
第
一
節 

雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
措
置
」
を
「
第
一
節 

均
等
な
待
遇
の
確
保
及
び
雇
用
管
理
の
改
善
等
」
に



 
 

五

改
め
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
第
六
条
の
改
正
規
定
中
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
均
等
待
遇
） 

第
六
条 

事
業
主
は
、
賃
金
、
休
暇
、
教
育
訓
練
、
福
利
厚
生
、
解
雇
、
退
職
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
、
労
働
者
が

短
時
間
労
働
者
又
は
有
期
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
通
常
の
労
働
者
と
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
二
条
の
う
ち
第
三
十
五
条
を
改
め
、
同
条
を
第
四
十
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
『
第
三
十

条
」
』
を
『
第
二
十
八
条
」
に
、
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
』
に
、
「
第

四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
四
条
」
に
、
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
四
十
七
条
を
第
四
十
五
条
と

す
る
。 

第
二
条
の
う
ち
第
三
十
四
条
を
第
四
十
五
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
四
十
五
条
」
を
「
第
四
十
三
条
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
中
第
三
十
三
条
を
改
め
、
同
条
を
第
四
十
四
条
と
し
、
第
三
十
二
条
を
第
四
十
三
条
と
し
、
第
三
十
一
条
を
第
四
十

二
条
と
す
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
三
十
三
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
改
め
、



 

六

同
条
第
二
号
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
二
条
と
し
、
第
三
十
二
条

を
第
四
十
一
条
と
す
る
。 

第
三
十
一
条
中
「
短
時
間
労
働
者
」
の
下
に
「
及
び
有
期
労
働
者
」
を
加
え
、
同
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。 

第
二
条
中
第
三
十
条
を
削
り
、
第
二
十
九
条
を
第
四
十
一
条
と
す
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
条
を
削
る
。 

 
 

第
二
十
九
条
の
見
出
し
中
「
短
時
間
労
働
者
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
を
「
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業

務
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
短
時
間
労
働
者
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
を
「
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業

務
」
に
、
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三

項
中
「
短
時
間
労
働
者
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
を
「
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
に
改
め
、
第
四
章
中

同
条
を
第
三
十
九
条
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
第
二
十
八
条
を
改
め
、
同
条
を
第
四
十
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
二
十
八
条
第
一
項
中
」
の
下
に
『
「
短

時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
、
』
を
加
え
、
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第

二
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
、
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」



 
 

七

に
、
『
第
二
十
九
条
第
一
項
」
』
を
『
第
二
十
七
条
第
一
項
」
に
、
「
短
時
間
労
働
者
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
を

「
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
』
に
、
「
第
四
十
条
」
を
「
第
三
十
八
条
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
の
う
ち
第
二
十
七
条
を
改
め
、
同
条
を
第
三
十
九
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
二
十
七
条
中
」
の
下
に
『
「
短
時
間

労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
、
』
を
加
え
、
『
第
二
十
七
条
」
』
を
『
第
二
十
五

条
」
』
に
、
「
第
三
十
九
条
」
を
「
第
三
十
七
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
第
二
十
六
条
を
改
め
、
同
条
を
第
三
十
八
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
三
十
七
条
と
す
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。 

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
、
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期

労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
六
条
と
す
る
。 

第
二
十
五
条
中
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十

五
条
と
す
る
。 

第
二
条
中
第
二
十
四
条
を
改
め
、
同
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
を
十
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ

る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

八

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第

二
十
七
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
五
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
三
条
中
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
短
時
間
労
働
者
雇

用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
を
「
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
中
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
短
時
間
労
働
者
雇

用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
を
「
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
一
条
中
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
短
時
間
労
働
者
雇

用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
を
「
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
条
中
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
条

と
す
る
。 

第
十
九
条
中
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九

条
と
す
る
。 



 
 

九

 
第
二
条
中
第
十
八
条
を
改
め
、
同
条
を
第
三
十
条
と
し
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
を
十
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
改
正

規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
短
時
間
労
働
者
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
給
付
金
」
を
「
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
給
付

金
」
に
改
め
、
同
条
中
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
短
時
間
労
働

者
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
を
「
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
に
、
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十

六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
、
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
二
項
」
に
改

め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。 

第
十
七
条
第
一
項
中
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
短
時
間
労
働

者
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
を
「
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
短
時
間
労
働

者
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
を
「
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。 

第
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
の
実
施
）
」

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
「
短
時

間
労
働
者
」
の
下
に
「
及
び
有
期
労
働
者
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を



 

一
〇

「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
短
時
間
労
働
者
雇
用
管
理
改
善
等
事
業
関
係
業
務
」
を
「
雇
用
管
理
改
善

等
事
業
関
係
業
務
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。 

第
十
五
条
中
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び

第
三
号
中
「
短
時
間
労
働
者
」
の
下
に
「
及
び
有
期
労
働
者
」
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
二
十

四
条
と
す
る
。 

 

第
二
条
中
第
十
三
条
を
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
第
一
項
中
「
短
時
間
労
働
者
」
の
下
に
「
及
び
有
期
労
働
者
」
を
加
え
、
「
第
十
五
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
改

め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
第
四
章
を
第
五
章
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
四
章
」
を
『
第
四
章
の
章
名
中
「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ

ー
」
を
「
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
章
』
に
改
め
る
。 

第
二
条
の
う
ち
第
三
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
十
九
条
中
「
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十

条
第
一
項
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
」
を
「
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項



 
 

一
一

並
び
に
第
十
条
」
に
改
め
、
「
短
時
間
労
働
者
」
の
下
に
「
又
は
有
期
労
働
者
」
を
加
え
、
「
努
め
る
も
の
と
す
る
」
を
「
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。 

第
二
条
の
う
ち
第
三
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
条
中
「
短
時
間
労
働
者
」
の
下
に
「
又
は
有
期
労

働
者
」
を
加
え
、
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。 

第
二
条
の
う
ち
第
三
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
短
時
間
労
働
者
」
の
下
に
「
又

は
有
期
労
働
者
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
第
三
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
十
八
条
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
短
時
間
労
働
者
」
の
下
に
「
又
は
有
期
労
働
者
」
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
第
三
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
三
条
中
「
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等

に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。 

 

第
二
条
中
第
十
二
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十
七
条
と
す
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
二
条
中
「
短
時
間
労
働
者
」
の
下
に
「
及
び
有
期
労
働
者
」
を
加
え
、
第
三
章
第
二
節
中
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。 



 

一
二

第
十
一
条
中
「
及
び
短
時
間
労
働
者
」
を
「
、
有
期
労
働
者
並
び
に
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
」
に
、
「
、
短
時

間
労
働
者
に
」
を
「
、
有
期
労
働
者
並
び
に
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
に
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。 

 

第
二
条
中
第
十
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
九
条
を
第
十
五
条
と
す
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
条
第
一
項
中
「
短
時
間
労
働
者
の
」
を
「
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の

確
保
又
は
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
の
」
に
改
め
、
「
短
時
間
労
働
者
を
雇
用
す
る
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
三
条

と
し
、
第
三
章
第
一
節
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
公
表
） 

第
十
四
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
六
条
又
は
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
事
業
主
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
雇
用
管
理
者
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
短
時
間
労
働
者
を
」
を
「
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労

働
者
を
」
に
、
「
短
時
間
労
働
者
の
」
を
「
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保

並
び
に
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
の
」
に
、
「
短
時
間
雇
用
管
理
者
」
を
「
雇
用
管
理
者
」
に
、
「
努
め
る
も
の
と



 
 

一
三

す
る
」
を
「
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

第
二
条
中
第
八
条
を
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
八
条
第
一
項
中
「
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
第
一
項
の
事
業
主
が
講
ず
べ
き
雇
用
管
理
の
改
善
等
の
た

め
の
措
置
に
関
し
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、
事
業
主
が
適
切
に
対
処
す

る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

一 

第
六
条
に
定
め
る
事
項 

二 

第
七
条
、
第
八
条
、
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
第
一
項
の
事
業

主
が
講
ず
べ
き
雇
用
管
理
の
改
善
等
の
た
め
の
措
置 

第
二
条
中
第
七
条
の
次
に
六
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
七
条
中
「
短
時
間
労
働
者
」
の
下
に
「
及
び
有
期
労
働
者
」
を
加
え
、
「
努
め
る
も
の
と
す
る
」
を
「
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
等
） 

第
九
条 

事
業
主
は
、
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
を
推
進
す
る
た
め
、
そ
の
雇
用
す
る
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
に



 

一
四

つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

通
常
の
労
働
者
の
募
集
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
募
集
に
係
る
事
業
所
に
掲
示
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の
者

が
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
、
賃
金
、
労
働
時
間
そ
の
他
の
当
該
募
集
に
係
る
事
項
を
当
該
事
業
所
に
お
い
て
雇
用
す

る
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
に
周
知
す
る
こ
と
。 

二 

通
常
の
労
働
者
の
配
置
を
新
た
に
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
配
置
の
希
望
を
申
し
出
る
機
会
を
当
該
配
置
に
係
る

事
業
所
に
お
い
て
雇
用
す
る
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
に
対
し
て
与
え
る
こ
と
。 

三 

一
定
の
資
格
を
有
す
る
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
を
対
象
と
し
た
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
の
た
め
の
試
験

制
度
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
の
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
を
推
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

２ 

事
業
主
は
、
通
常
の
労
働
者
を
募
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
現
に
雇
用
す
る
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
短
時
間
労
働

者
及
び
有
期
労
働
者
で
あ
っ
て
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
に
対
し
、
こ
れ
に
応
募
す
る

機
会
を
優
先
的
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

事
業
主
は
、
通
常
の
労
働
者
を
募
集
し
、
又
は
採
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
現
に
雇
用
す
る
同
種
の
業
務
に
従
事
す

る
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
で
あ
っ
て
通
常
の
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
に
つ
い
て
、



 
 

一
五

他
の
応
募
者
の
就
業
の
機
会
の
確
保
に
つ
い
て
も
配
意
し
つ
つ
、
で
き
る
限
り
当
該
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
を

優
先
的
に
雇
い
入
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

事
業
主
は
、
通
常
の
労
働
者
に
つ
い
て
、
子
の
養
育
、
家
族
の
介
護
、
職
業
能
力
の
開
発
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
事
由
の
た
め
に
、
当
該
労
働
者
の
申
出
に
係
る
期
間
、
短
時
間
労
働
者
と
し
て
雇
用
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

国
は
、
通
常
の
労
働
者
へ
の
転
換
等
を
推
進
す
る
た
め
、
前
各
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
事
業
主
に
対
す
る
援
助

等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
待
遇
の
決
定
に
当
た
っ
て
考
慮
し
た
事
項
の
説
明
） 

第
十
条 

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
短
時
間
労
働
者
又
は
有
期
労
働
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
六
条
か
ら
第
八

条
ま
で
及
び
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
す
る
決
定

を
す
る
に
当
た
っ
て
考
慮
し
た
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
短
時
間
労
働
者
又
は
有
期
労
働
者
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
条
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。 

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 



 

一
六

（
労
働
条
件
に
関
す
る
文
書
の
交
付
等
） 

第
七
条 

事
業
主
は
、
短
時
間
労
働
者
又
は
有
期
労
働
者
を
雇
い
入
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
短
時
間
労
働
者
又
は

有
期
労
働
者
に
対
し
て
、
労
働
条
件
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に

お
い
て
「
特
定
事
項
」
と
い
う
。
）
を
文
書
の
交
付
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
（
次
項
に
お
い
て
「
文
書
の

交
付
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
主
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
事
項
を
明
示
す
る
と
き
は
、
労
働
条
件
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
特
定
事
項
及

び
労
働
基
準
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
文
書
の
交
付

等
に
よ
り
明
示
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 



 
 

一
七

目
次
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
、
「
第
十
五
条
・
第
十
六
条
」
を
「
第
十
六
条
・
第
十
七
条
」
に
、
「
第
十

七
条
―
第
十
九
条
」
を
「
第
十
八
条
―
第
二
十
条
」
に
、
「
第
二
十
条
―
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
一
条
―
第
二
十
三

条
」
に
、
「
第
二
十
三
条
―
第
三
十
九
条
」
を
「
第
二
十
四
条
―
第
四
十
条
」
に
、
「
第
四
十
条
―
第
四
十
五
条
」
を
「
第

四
十
一
条
―
第
四
十
八
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
報
告
の
徴
収
並
び
に
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
報
告
を
求
め
、
又
は
」
を
削
り
、
「
若
し

く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
四
十
五
条
を
第
四
十
八
条
と
す
る
。 

 
 

第
四
十
四
条
中
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
七
条
と
す
る
。 

 
 

第
四
十
三
条
中
「
前
条
」
を
「
前
二
条
」
に
、
「
同
条
の
刑
」
を
「
各
本
条
の
罰
金
刑
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
六
条

と
す
る
。 

 
 

第
四
十
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
三
十
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入



 

一
八

り
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の

陳
述
を
し
た
者 

 
 

第
四
十
二
条
を
第
四
十
五
条
と
し
、
第
四
十
一
条
を
第
四
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
罰
則
） 

 

第
四
十
四
条 

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。 

 
 

第
四
十
条
を
第
四
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
報
告
及
び
検
査
） 

 

第
四
十
二
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
主
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
所
属
の
職
員
に
、
事
業
主
の
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
関
係

者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

第
三
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

第
五
章
中
第
三
十
九
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。 



 
 

一
九

 
 

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
六

条
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
二
十

七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
改
め
、
同

条
を
第
三
十
九
条
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
七
条
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
七
条
と
し
、
第
三
十
五
条
を
第

三
十
六
条
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
六

条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
第
三
十
三
条
を
第
三
十
四
条
と
し
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
を
一

条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。 

 
 

第
二
十
八
条
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
三
十
六
条
」
に
、

「
第
二
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
二
十
七
条
を
第
二
十
八
条

と
し
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。 



 

二
〇

 
 

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
四
章
第
二
節
中

第
二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
一
条
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
四
章
第
一
節
中
第
十
九

条
を
第
二
十
条
と
す
る
。 

 
 

第
十
八
条
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
し
、

第
三
章
第
二
節
中
第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。 

第
三
章
第
一
節
中
第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
命
令
） 

 

第
十
五
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
六
条
の
規
定
に
違
反
し
て
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
事
業
主
が
、

前
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
を
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
な
お
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の

勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
事
業
主
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。 



 
 

二
一

 
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
中
「
第
一
条
の
規
定
並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
及
び
附
則
第
六
条
の
規
定
は
、
平
成
十
九

年
七
月
一
日
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

一 

第
一
条
の
規
定
並
び
に
次
条
、
附
則
第
三
条
、
第
六
条
及
び
第
八
条
の
規
定 

平
成
十
九
年
七
月
一
日 

二 

第
三
条
の
規
定
及
び
附
則
第
十
一
条
の
規
定 

別
に
法
律
で
定
め
る
日 

 

附
則
第
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
第
二
号
の
別
に
法
律
で
定
め
る
日
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
附
則
第
四

条
、
第
五
条
、
第
七
条
及
び
第
九
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
、

定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
前
条
た
だ
し
書
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
『
「
旧
法
』
を
『
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧

法
』
に
、
『
「
旧
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
』
を
『
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
』
に
、
『
「
新

法
』
を
『
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
法
』
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
前
条
た
だ
し
書
」
を

「
前
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 



 

二
二

 
附
則
第
三
条
中
「
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
」
を
「
附
則
第
一
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
九
条
中
第
三
百
八
条
第
四
号
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
百
八
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

四 

短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律

第
七
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項 

附
則
第
九
条
を
附
則
第
十
三
条
と
す
る
。 

附
則
第
八
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
改
正
）
」
を
付
し
、
同
条

の
う
ち
第
二
条
の
改
正
規
定
中
「
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第

二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
八
条
中
別
表
第
一
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
中
第
二
十
号
の
十
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二
十
の
十
六 

短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律 



 
 

二
三

 
附
則
第
八
条
を
附
則
第
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

第
十
一
条 

社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
四
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
一
項
第
六
十
九
号
中
「
短
時
間
労
働
者
」
を
「
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労
働
者
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
九
条
第
一
項
第
四
号
中
「
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
労

働
者
と
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
な
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
七
条
中
「
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
新
法
」
に
改

め
、
同
条
を
附
則
第
九
条
と
し
、
附
則
第
六
条
を
附
則
第
八
条
と
す
る
。 

附
則
第
五
条
中
「
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
」
を

「
新
法
第
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
七
条
と
す
る
。 

附
則
第
四
条
中
「
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
」
を
「
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
規



 

二
四

定
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
規
定
）
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
六
条
と
し
、
附
則
第
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法

律
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
旧
短
時
間
労
働
援
助

セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
新
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
、
旧
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
旧
短
時
間
労
働

援
助
セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
行
い
、
又
は
旧
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
が
行
っ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
（
旧
法
第
十

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
項
の
変
更
の
届
出
を
含
む
。
）
、
旧
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
規
程

の
認
可
（
同
項
の
変
更
の
認
可
を
含
む
。
）
並
び
に
旧
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

の
認
可
（
同
項
の
変
更
の
認
可
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
は
、
新
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
中
の
相
当
す
る
規
定
に
よ
っ

て
、
新
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
新
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ

ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
い
、
又
は
新
短
時
間
・
有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
が
行
っ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行

為
と
み
な
す
。 



 
 

二
五

３ 

旧
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
の
平
成
十
九
年
七
月
一
日
に
始
ま
る
事
業
年
度
は
、
施
行
日
の
前
日
に
終
わ
る
も
の
と
し
、

当
該
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
書
、
貸
借
対
照
表
、
収
支
決
算
書
及
び
財
産
目
録
の
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
新
短
時
間
・

有
期
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
が
従
前
の
例
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
の
役
員
で
あ
る
者
が
施
行
日
前
に
し
た
旧
法
第
二
十
四
条
第

二
項
に
該
当
す
る
行
為
は
、
新
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
該
当
す
る
行
為
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

５ 

旧
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン
タ
ー
が
施
行
日
前
に
し
た
旧
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
行

為
は
、
新
法
第
三
十
八
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
行
為
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

（
施
行
前
の
準
備
） 

第
五
条 

新
法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
新
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
規
程
の
認
可
並
び

に
新
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
の
認
可
の
手
続
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う

こ
と
が
で
き
る
。 

 


